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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
濃度計による濃度測定値に基づいて水と薬剤を補給することにより、タンク内の液濃度を
制御する液濃度制御方法において、

前記濃度測定値と予め定められた濃度目標値との差である濃度偏差を求め、該濃度偏差に
基づいて水または薬剤の必要補給量を求め、該必要補給量を複数回に分割補給するととも
に、それぞれの分割補給後に前記濃度計の異常判定を行うことを特徴とする液濃度制御方
法。
【請求項２】
請求項１に記載の液濃度制御方法において、
前記異常判定は、分割補給する前後の濃度測定値に基づいて行うことを特徴とする液濃度
制御方法。
【請求項３】
請求項１または請求項２に記載の液濃度制御方法において、
前記タンクは酸洗処理用のタンクであり、
前記薬剤は酸液であることを特徴とする液濃度制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、タンク内の液濃度を制御する液濃度制御方法に関し、特に濃度計の監視機能
を備えた液濃度制御方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、濃度計で濃度を検出して水と薬剤を補給する濃度制御においては、濃度が濃い
場合は、濃度計の濃度測定値が所定の濃度になるまで水を補給し、濃度が薄い場合は、濃
度計の濃度測定値が所定の濃度になるまで薬剤を補給する方法が行われている。また、濃
度計の濃度測定値が正常がどうかの判断は、上下限チェックで行われている。
【０００３】
　例えば、特許文献１ないし特許文献３には、冷延鋼鈑や熱延鋼鈑といった処理鋼鈑の酸
洗処理における連続酸洗槽の酸洗液の液濃度制御方法が開示されている。酸洗液濃度が濃
い場合は、濃度計の濃度測定値が所定の濃度になるまで純水を補給し、濃度が薄い場合は
、濃度計の濃度測定値が所定の濃度になるまで塩酸、硫酸などの酸液を補給するものであ
る。
【特許文献１】特開２００３－３４２７６４号公報
【特許文献２】特開２００３－１３２６８号公報
【特許文献３】特開２０００－２９７３９０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上下限チェックによる濃度測定値の正常判定と、特許文献１ないし特許
文献３で開示された濃度制御の組み合わせでは、何らかの原因(例えば、電磁濃度計の測
定コイルの穴が不純物によって詰まった)により、濃度測定値が上下限チェック内で変化
しなくなった場合は、水または薬剤を投入しつづけることになってしまうという問題があ
る。従来のこの場合の検出方法は、レベルが異常に高くなって初めてレベル異常として解
るものであった。
【０００５】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、上記課題を解決して、濃度計の監視機能
を備えた液濃度制御方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の請求項１に係る発明は、濃度計による濃度測定値に基づいて水と薬剤を補給す
ることにより、タンク内の液濃度を制御する液濃度制御方法において、前記濃度測定値と
予め定められた濃度目標値との差である濃度偏差を求め、該濃度偏差に基づいて水または
薬剤の必要補給量を求め、該必要補給量を複数回に分割補給するとともに、それぞれの分
割補給後に前記濃度計の異常判定を行うことを特徴とする液濃度制御方法である。
また本発明の請求項２に係る発明は、請求項１に記載の液濃度制御方法において、前記異
常判定は、分割補給する前後の濃度測定値に基づいて行うことを特徴とする液濃度制御方
法である。
さらに本発明の請求項３に係る発明は、請求項１または請求項２に記載の液濃度制御方法
において、前記タンクは酸洗処理用のタンクであり、前記薬剤は酸液であることを特徴と
する液濃度制御方法である。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、液濃度を所定の濃度にするために必要な水または薬剤の補給量を計算
し、その補給量と予め決めた分割補給比率から分割補給量を計算するようにしたので、濃
度計が正常な場合は液濃度を高精度で制御でき、濃度計が異常になった場合は水または薬
剤の過剰補給を最小限に抑え異常の早期発見・対策ができる。また、濃度計の異常監視と
して分割補給前と補給後の濃度変化を監視するようにしたので、濃度測定値が上下限外れ
にはなっていないケースにおいても対応できる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について、図面を参照して説明する。図１は
、本発明を実施するための酸洗液の制御構成の一例を示した図である。酸洗循環タンクへ
の工水および塩酸投入量を制御するために、工水配管および塩酸原液タンクからの配管に
操作端として流量調整弁がそれぞれに設けられている。そして、それぞれの流量調整弁を
調整すべく、計装ＤＣＳに工水投入制御および塩酸投入制御の機能を持たせている。さら
に、この上位には本発明に係る濃度制御、およびレベル制御の機能があり、工水投入制御
および塩酸投入制御を統括する構成となっている。
【０００９】
　レベル制御と濃度制御の関係は、レベル制御ではレベル設定値と下限レベル値の範囲を
大きく取るようにし、レベルがこの下限レベル値を下回った場合のみレベル制御が働く。
本発明の濃度制御は、レベル制御が働いていない場合、すなわちレベル制御の下限レベル
値以上で働くようにしている。ただし、レベルが上限値超えの場合にも濃度制御は行わな
い。
【００１０】
　計測器としては、レベル制御では酸洗循環タンクに設けたレベル計を、濃度制御では酸
洗循環タンクに設けた濃度計、および塩酸原液タンクからの配管に設けた流量計を使用し
ている。なお、図示していないが工水用の流量計を設けるようにしてもよい。
【００１１】
　濃度制御が自動、かつ、濃度制御インターロック条件（後述する）で無い、かつ、濃度
偏差(濃度測定値－濃度目標値)が濃度制御開始偏差を超えた時に以下の処理を行う。なお
、図１の工水および塩酸を、以下では水および薬剤にそれぞれ読み替えて説明する。
【００１２】
　Step1：濃度偏差から水または薬剤の必要補給量を求める（（１）および（２）式）。
水の計算条件：濃度測定値>濃度目標値+α(水補給不感帯)の時
水必要補給量＝レベル測定値×(濃度測定値－濃度目標値)/濃度目標値×タンク底面積・
・・・・・・・（１）
薬剤の計算条件：濃度測定値＜濃度目標値－β(薬剤補給不感帯)の時
薬剤必要補給量＝レベル測定値×(濃度測定値－濃度目標値)/(濃度目標値－薬剤原液濃度
)×タンク底面積・・・・・・・・・（２）
なお、上記α(水補給不感帯)およびβ(薬剤補給不感帯)は、濃度測定値の変化に制御系が
余り敏感に反応しないように、対象プラント毎に予め決めておくものであり、具体的には
、濃度管理範囲以内であり、かつ濃度のふらつき以上の濃度に設定するようにする。
【００１３】
　Step2：水または薬剤の必要補給量と、予め決めておいた初回補給比率と分割補給比率
によって、例えば以下の（３）および（４）式で、初回補給量と2回目以降の分割補給量
を求める。なお、（３）および（４）式は例示であり、初回補給比率と分割補給比率は適
宜変更可能であるとともに、最初の数回と残りの回数分に分けて、それぞれを等分割して
補給するなど様々な分割方法が考えられ、いかなる分割補給の決め方であっても構わない
。この例のように、分割補給比率は初回と2回目以降で別に持つようすれば、初回の補給
量を多めにすることによって、濃度制御の完了を早めることができる効果がある。
初回の水または薬剤補給量＝水または薬剤必要補給量×１／２・・・・・・・・（３）
２回目以降の水または薬剤補給量＝（水または薬剤必要補給量－初回の水または薬剤補給
量）×１／分割回数・・・・・・・・（４）
　Step3：初回補給前の濃度測定値を記憶する。
【００１４】
　Step4：水または薬剤を、Step2で計算した初回補給量分補給する。
【００１５】
　Step5：予め決めておいた時間待つ。(攪拌され濃度が安定するまでの時間)
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　Step6：判定する。
a.以下の場合は正常終了する。
水補給の場合:濃度測定値≦濃度目標値+α(水補給不感帯)
薬剤補給の場合:濃度測定値≧濃度目標値－β(薬剤補給不感帯)
b.以下の場合は、異常終了する(オペレーターヘの外部通知処理などを行う)。
Step3で記憶した濃度測定値と補給後の濃度測定値に変化が無い時
c.上記(a&b)以外は、以下のStep7以降を実行する。
【００１６】
　Step7：分割補給前の濃度測定値を記憶する。
【００１７】
　Step8：水または薬剤を、Step2で計算した分割補給量分補給する。
【００１８】
　Step9：予め決めておいた時間待つ。(撹拝され濃度が安定するまでの時間)
　Step10：判定する。
a.以下の場合は正常終了する。
水補給の場合:濃度測定値≦濃度目標値+α
薬剤補給の場合:濃度測定値≧濃度目標値－β
b.以下の場合は、異常終了する(オペレーターヘの外部通知処理などを行う)。
・Step3で記憶した濃度測定値と補給後の濃度測定値に変化が無い時
・予め決めておいた分割補給回数を超えた時
c.上記(a&b)以外はStep7以降を繰り返す。
【００１９】
　なお、濃度制御インターロック条件は設備によって異なるものの、例えば一般的な例と
して以下のいずれかで濃度制御インターロックとして濃度制御は実行しないこととすると
よい。
（１）タンクの液面レベルが濃度計の測定可能レベル以下の時
（２）タンク内の液を攪拌していない時
（３）濃度計が異常(濃度測定値が上下限外れ)の時
（４）流量計が異常(流量測定値の振り下がり)の時
（５）温度測定値が、濃度計の温度補償範囲外の時
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明を実施するための酸洗液の制御構成の一例を示した図である。
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